
 

柏 市 違 反 屋 外 広 告 物 簡 易 除 却 制 度 実 施 要 領  

 

（ 目 的 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は ， 屋 外 広 告 物 法 （ 昭 和 ２ ４ 年 法 律 第 １ ８ ９ 号 。

以 下 「 法 」 と い う 。） 第 ７ 条 第 ４ 項 の 規 定 に 基 づ き ， 柏 市 屋 外 広

告 物 条 例 に 違 反 し て 掲 出 さ れ て い る 屋 外 広 告 物 に つ い て ， 簡 易 除

却 を 実 施 す る ボ ラ ン テ ィ ア 団 体 の 認 定 及 び そ の 団 体 の 構 成 員 に 簡

易 除 却 を 委 任 し て 行 う こ と に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る こ と に よ

り ， 市 民 と の 協 働 に よ り 違 反 屋 外 広 告 物 の 除 却 を 推 進 し ， も っ て

良 好 な 景 観 の 形 成 に つ い て の 市 民 意 識 の 啓 発 を 図 る こ と を 目 的 と

す る 。  

（ 除 却 対 象 広 告 物 ）  

第 ２ 条  こ の 要 領 に 基 づ い て 簡 易 除 却 を 委 任 す る 違 反 広 告 物 は ， は

り 紙 ， は り 札 及 び 立 看 板 と す る 。  

（ 活 動 対 象 区 域 ）  

第 ３ 条  こ の 要 領 に 基 づ い て 簡 易 除 却 を 委 任 す る 区 域 は ， 道 路 ， 水

路 等 公 共 用 地 に 限 る も の と す る 。  

（ 協 力 団 体 の 募 集 ）  

第 ４ 条  市 長 は ， こ の 要 領 の 目 的 を 推 進 す る た め に ， 協 力 団 体 を 募

集 し ， 適 当 で あ る と 認 め た も の を ， 違 反 屋 外 広 告 物 簡 易 除 却 協 力

団 体 と し て 認 定 す る も の と す る 。  

（ 認 定 す る 団 体 の 要 件 ）  

第 ５ 条  前 条 の 規 定 に よ り 認 定 す る 団 体 は ， 次 の 要 件 を 満 た す も の

と す る 。  

 (1) 本 市 の 区 域 内 に 住 所 を 有 し ， 又 は 在 勤 し ， 若 し く は 在 学 し て

い る 満 １ ８ 歳 以 上 の 者 で 構 成 さ れ た ５ 名 以 上 の 団 体 で あ る こ

と 。  

 (2) 違 反 広 告 物 の 簡 易 除 却 を 市 と 協 働 し て 行 い ， 違 反 広 告 物 の 適

正 化 を 推 進 で き る 団 体 で あ る こ と 。  

 (3) 定 期 的 に 活 動 で き る 団 体 で あ る こ と 。  

２  認 定 を 受 け よ う と す る 団 体 は ， 違 反 屋 外 広 告 物 簡 易 除 却 協 力 団

体 認 定 申 請 書 （ 別 記 第 １ 号 様 式 ） を 市 長 に 提 出 す る も の と す る 。  



３  市 長 は ， 前 項 の 規 定 に よ り 申 請 書 の 提 出 が あ っ た 場 合 に お い て ，

そ の 団 体 が 認 定 団 体 と な る こ と が 適 当 で あ る と 認 め る と き は ， そ

の 団 体 に 対 し ， 違 反 屋 外 広 告 物 簡 易 除 却 協 力 団 体 認 定 書 （ 別 記 第

２ 号 様 式 ） を 交 付 す る も の と す る 。  

４  認 定 団 体 は ， 除 却 し た 違 反 広 告 物 の う ち ， は り 紙 以 外 の も の に

つ い て ， 次 項 に 基 づ き 定 め た 方 法 に よ り ， 市 長 に 引 き 渡 す も の と

す る 。  

５  認 定 団 体 と 市 長 は ， 除 却 し た 違 反 広 告 物 の 一 時 保 管 場 所 及 び 回

収 方 法 に つ い て ， 協 議 の 上 ， 適 切 な 方 法 を 定 め る も の と す る 。  

 （ 認 定 の 取 消 し ）  

第 ６ 条  市 長 は ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は ， 認 定 を 取

消 す こ と が で き る 。  

(1) 認 定 団 体 か ら 違 反 屋 外 広 告 物 簡 易 除 却 協 力 団 体 認 定 辞 退 届

（ 別 記 第 ３ 号 様 式 ） に よ り ， 認 定 辞 退 の 申 出 が あ っ た と き 。  

(2) 前 条 第 １ 項 に 規 定 す る 要 件 に 該 当 し な く な っ た と き 。  

(3) 認 定 団 体 の 活 動 が ， 活 動 計 画 書 の 内 容 と 異 な る と き 。  

(4) 本 制 度 の 趣 旨 に 反 す る 行 為 を 市 長 の 要 請 に 反 し て 中 止 し な い

と き 。  

（ 推 進 員 の 推 薦 ）  

第 ７ 条  第 ４ 条 の 規 定 に よ り 認 定 を 受 け た 違 反 広 告 物 簡 易 除 却 協 力

団 体 は ， 団 体 の 構 成 員 の う ち か ら 法 第 ７ 条 第 ４ 項 に 基 づ く 委 任 を

受 け る に ふ さ わ し い 者 を ， 柏 市 違 反 屋 外 広 告 物 簡 易 除 却 推 進 員 推

薦 名 簿 （ 別 記 第 ４ 号 様 式 ） に よ り ， 市 長 に 推 薦 す る も の と す る 。  

（ 推 進 員 へ の 委 任 ) 

第 ８ 条  市 長 は ， 前 条 の 規 定 に よ り 提 出 さ れ た 柏 市 違 反 屋 外 広 告 物

簡 易 除 却 推 進 員 推 薦 名 簿 に 記 載 さ れ た 者 の う ち ， 適 当 と 認 め ら れ

る 者 を ， 柏 市 違 反 広 告 物 簡 易 除 却 推 進 員 と し て 委 任 す る も の と す

る 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 規 定 に よ り 委 任 し た 柏 市 違 反 屋 外 広 告 物 簡 易 除

却 推 進 員 に 対 し て ， 柏 市 違 反 屋 外 広 告 物 簡 易 除 却 推 進 員 証 明 書

（ 別 記 第 ５ 号 様 式 ） 及 び 腕 章 を 交 付 す る も の と す る 。  

３  推 進 員 の 任 期 は ， １ 年 以 内 と す る 。 た だ し ， 次 条 に 規 定 す る 推  

進 員 に 対 す る 委 任 の 取 消 し が な さ れ な い 場 合 は ， 継 続 す る も の と  



す る 。  

（ 委 任 の 取 消 し ）  

第 ９ 条  市 長 は ， 次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と き は ， 推 進 員 に

対 す る 委 任 を 取 消 す こ と が で き る も の と す る 。  

(1) 推 進 員 か ら ， 柏 市 違 反 屋 外 広 告 物 簡 易 除 却 推 進 員 退 任 届 （ 別

記 第 ６ 号 様 式 ） に よ り ， 退 任 の 申 出 が あ っ た と き 。  

(2) 次 条 に 規 定 す る 事 項 に 反 す る 等 ， 推 進 員 と し て ふ さ わ し く な

い 行 為 が あ っ た と き 。  

(3) 所 属 す る 協 力 団 体 が 認 定 を 取 消 さ れ た と き  

(4) こ の 要 領 に 基 づ く 制 度 の 趣 旨 に 反 す る 行 為 を 市 長 の 要 請 に 反

し て 中 止 し な い と き 。  

（ 推 進 員 の 遵 守 事 項 ）  

第 １ ０ 条  推 進 員 は ， 次 に 掲 げ る 事 項 を 遵 守 し て 簡 易 除 却 を 行 う も

の と す る 。  

(1) 推 進 員 ２ 名 以 上 で 行 う こ と 。  

(2) 日 没 後 は ， 行 わ な い こ と 。  

(3) 柏 市 違 反 屋 外 広 告 物 簡 易 除 却 推 進 員 証 明 書 を 携 行 し ， 腕 章 を

着 用 す る こ と 。  

(4) 道 路 ， 水 路 等 公 共 用 地 以 外 の 土 地 ， 建 物 等 に そ の 所 有 者 の 許

可 な く 立 ち 入 ら な い こ と 。  

(5) 事 故 そ の 他 の 問 題 が 生 じ た 場 合 は ， 速 や か に 市 長 に 報 告 し ，

指 示 を 受 け る こ と 。  

(6) 簡 易 除 却 対 象 物 で あ る か 判 断 が で き な い 等 疑 義 が 生 じ た 場 合

は ， 市 長 の 指 示 を 受 け る こ と 。   

（ 活 動 に 対 す る 支 援 ）  

第 １ １ 条  市 長 は ， 認 定 団 体 に 対 し ， 予 算 の 範 囲 内 に お い て ， 次 に

掲 げ る も の の う ち 必 要 と 認 め る も の を 行 う も の と す る 。  

(1) 用 具 等 の 物 品 の 貸 与  

(2) 推 進 員 へ の 柏 市 市 民 活 動 災 害 補 償 保 険 の 適 用  

(3) そ の 他 市 長 が 必 要 と 認 め た も の  

（ 活 動 報 告 ）  

第 １ ２ 条  認 定 団 体 の 代 表 者 は ， 違 反 広 告 物 の 除 却 を 行 っ た と き は ，  

 速 や か に 柏 市 違 反 屋 外 広 告 物 簡 易 除 却 実 施 報 告 書 （ 別 記 第 ７ 号 様  



式 )に よ り ， 市 長 に 報 告 す る も の と す る 。  

２  市 長 は ， 前 項 に 定 め る も の の ほ か に ， 必 要 に 応 じ て 認 定 団 体  

の 活 動 状 況 を 調 査 す る こ と が で き る も の と す る 。  

３  市 長 は ， 必 要 に 応 じ て 認 定 団 体 に 対 し て 指 導 及 び 助 言 を す る  

こ と が で き る も の と す る 。  

４  認 定 団 体 は ， 活 動 中 に 事 故 等 が 発 生 し た 場 合 に は ， 速 や か に  

市 長 に 届 け 出 る も の と す る 。   

（ 補 則 ）  

第 １ ３ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か 必 要 な 事 項 は ， 市 長 が 別 に

定 め る 。  

 

附  則  

 こ の 要 領 は ， 平 成 ２ ２ 年 ４ 月 ２ ０ 日 か ら 施 行 す る 。  


